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（別添１） 

令和８年度「電力取引適正監視に係る開発等事業（電力市場監視システム（デントリネット含む）の更改に係る設計・開発作

業）」調達仕様書案に対する意見への回答 

No 頁番号 行番号 項目 種類 意見 理由 回答 

1 10 331-332 3.6 設計 

(3)基本設計及

び詳細設計の

実施 

エ 必要経費

（ランニング

コスト）の算

出 

3 開発期間中のソフトウ

ェアライセンスおよび

クラウドサービス利用

料ついて、受注者負担

となるのか、発注者負

担となるのかが仕様書

から明確に読み取れま

せん。負担区分を明確

化いただきたく存じま

す。 

負担区分が不明確なま

ま契約すると、後工程

で費用負担に関する認

識齟齬が生じ、契約リ

スクや追加精算トラブ

ルにつながる可能性が

あるため、事前の取り

決めが不可欠であると

考えます。 

以下の記載を追加しま

す。 

「なお、開発期間中の

ソフトウェアライセン

ス及びクラウドサービ

ス利用料は受注者負担

とする。」 

2 25 761-762 5.8 情報セキ

ュリティの管

理体制につい

て 

(5) 

3 脆弱性診断の実施主体

（第三者機関による実

施か、受注者内部での

実施か）が明確ではあ

りません。脆弱性診断

については、第三者機

関による実施が妥当で

あると考えます。 

受注者内部で実施した

場合、診断結果の客観

性や信頼性が十分に担

保されない可能性があ

り、一方第三者機関は

利害関係をもたないた

め、中立的かつ客観的

な評価が可能であり、

結果の信頼性の向上が

期待できます。 

以下の記載を追加しま

す。 

「第三者機関による実

施とすることとし、」 

 


